
３．補助金を適用した値引きの方法（算定式） 
ガスは、単位料金を算定する際の「原料価格変動額による調整額」から補助金分を差し引いております。 

電気は、燃料費調整額を算定する際の「燃料価格変動による調整単価」から補助金分を差し引いておりま

す。 

＜ガス料金の補助金適用イメージ＞ 

 

＜電気料金の補助金適用イメージ＞ 

 

 

＜毎月適用する単価のお知らせ＞ 

補助金適用前後の調整単価は、検針月の前々月末（例：2026 年 8 月検針分は、2026 年 6 月末）に、当社ま

たは東京ガスホームページで公表する予定です。 

当社・東京ガスホームページ 

 ガス料金の調整単価：下記 URL の家庭用都市ガス料金のご案内の各リンク 

https://nodagas.com/ryoukin/ 

 電気料金の調整単価：下記 URL の「燃料費調整制度」（東京ガスのホームページにリンクします） 

https://home.tokyo-gas.co.jp/gas_power/plan/power/adjustment.html 

 

４．本事業に関するお問い合わせ先 

問い合わせ先 連絡先 受付時間 

経済産業省 電気・ガス料金支援 

お問い合わせ窓口 0120-013-305 

平日：9:00～17:00 

 

※事業概要は、以下のページよりご確認ください。 

経済産業省 HP：電気・ガス料金支援｜経済産業省 資源エネルギー庁  

※本事業による値引きを受けるにあたってのお客さまご自身でのお手続きや当社へのご連絡は不要です。 

 

 

 ５．その他の留意事項 

＜ガス料金と電気料金の適用月について＞ 

 ガス・電気ともに当社とご契約のお客さまにおいては、検針のタイミングが異なることにより、ガス料


